
羽後町燃料価格高騰対策支援金 申請要領 

対象者 

次のいずれにも該当するものであること 

（１）農林漁業以外の業種を営む、町内に住所を有する個人事業主又は町内に事業

所を有する個人事業主若しくは法人 

（２） 個人事業主においては令和３年分の確定申告又は令和４年度の住民税申告、

法人においては前事業年度分の確定申告を行っており、光熱費及び燃料費を

事業経費として計上していること 

（３） 申請時点において、今後も事業を継続する意思を有していること 

 

※次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 

１）日本標準産業分類における銀行業、複合サービス事業 

２）国および法人税法別表第一に規定する公共法人 

３）羽後町暴力団排除条例第２条第１号及び第２号で定める暴力団関係者 

４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連 

特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 

  ５）政治団体や宗教上の組織・団体 

 ６）町税等を滞納している 

支援金の額 

 令和４年１月から６月に事業経費として支払った光熱費及び燃料費の

１５％（上限２０万円） 

ただし、トラック運送業を営んでいる場合は上限５０万円とします。 

 ※トラック運送業者として申請できるのは、主たる事業としてトラック運送業を営

んでいる場合に限ります。 

 ※町外の個人事業主の場合、対象になるのは町内にある店舗または事業所のみです。 

 ※本支援金では、水道料金は対象外となります。 

 ※一度支援金を受けた方は、再度申請することはできません。 

申請書類 

◇個人事業主の場合 

 １）申請書（様式第１号） 

 ２）様式第１号の添付書類（家事按分した場合） 

 ３）令和３年分の確定申告書第一表又は令和４年度住民税申告書の写し 

 ４）令和３年分の青色申告決算書又は収支内訳書の写し 



 ５）令和４年１月から６月までに支払った光熱費及び燃料費の金額が分かる資料 

   （帳簿、領収書等の写し） 

 ６）貨物運送事業の許可を証する書類の写し   ※トラック運送業者のみ 

 ７）町税等の滞納がないことが確認できる資料  ※町外の個人事業主のみ 

   （納税証明書等） 

 ８）請求書（様式第３号） 

◇法人の場合 

 １）申請書（様式第１号） 

 ２）様式第１号の添付書類（按分した場合） 

 ３）前事業年度の確定申告書別表一の写し 

 ４）前事業年度の法人事業概況説明書の写し 

 ５）前事業年度の決算報告書等の写し（光熱費、燃料費の記載部分） 

 ６）令和４年１月から６月までに支払った光熱費及び燃料費の金額が分かる資料 

   （帳簿、領収書等の写し） 

 ７）貨物運送事業の許可を証する書類の写し  ※トラック運送事業者のみ 

 ８）請求書（様式第３号） 

申請受付期間 

 令和４年７月１日（金）～令和４年８月３１日（水） 

その他 

 ・次の場合は按分した金額を申請書にご記入ください。 

  １）自宅兼店舗または事務所となっており、光熱費（灯油代を含む）を按分して

経費計上している場合 

  ２）事業用と自家用で同じ自動車を使用しており、ガソリン代（軽油を含む）を

按分して経費計上している場合 

 ・創業して間もない方で、確定申告書等を準備するのが困難な場合は、下記担当ま

でご相談ください。 

お問い合わせおよび申請書類提出先 

 〒０１２－１１３１ 

 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野１７７ 

 羽後町役場みらい産業交流課 商工班 宛 

 電 話：０１８３－６２－２１１１  

ＦＡＸ：０１８３－６２－２１２０ 


